	

	　当社は、宅地建物取引業法第35条第1項第5号の2、同法施行規則第16条の2、及び昭和63年11月21日建設省経動発第88号により、下記マンションの重要事項について、貴社に調査を依頼致します。

	調 査 依 頼 日
	令和　　　　年　　　月　　　日

	宅地建物取引業者
	
	

	
	
	〒　　－


	
	
	　　　　　　（　　　　　　　）第　　　　　号

	
	担　当　者
	所　　属

	
	
	氏　　名

	
	
	

	
	E-mail
	

	調査対象
マンション
	
	

	
	
	

	
	売却依頼主
	住戸番号

	
	
	氏　　名

	調　査　依　頼　項　目
	手数料（税込）

	□ 重要事項に係る調査報告書発行　※当社書式にて作成いたします。
・修繕積立金の積立総額（施行規則第16条の2第6号関係）
・管理費・修繕積立金等の月額（施行規則第16条の2第6号、第7号関係）
・管理費・修繕積立金等の滞納額（昭和63年11月21日付 建設省経動発第88号）
・管理組合全体における滞納額
・その他（駐車場契約の承継可否、耐震診断実施の有無、アスベスト使用状況調査の有無、管理費等の値上げ予定の有無）
	12,100円

	· 管理規約写し（郵送）
	5,500円

	· 管理規約写し（PDF）※上部E-mailアドレスをご記入ください。
	4,400円

	· 平面図・間取り
	2,200円

	必要事項の□にレ点を入れ、合計金額をご記入ください。
	合計金額
　　　　　円



【取引業者各位】
・手数料の振込明細は、本依頼書とあわせてFAXにてご送付ください。  
・振込手数料は、貴社にてご負担ください。  
・ご依頼の物件が当社の管理物件かどうか、あらかじめご確認ください。  
・管理規約等をPDFデータで希望される場合は、必ずE-mailアドレスをご記入ください。  
・長期修繕計画書、決算書、議事録などは管理組合の資料のため、提供しておりません。  
・上記手数料の消費税率はすべて10％です。
・上記手数料の金額は、2025年8月に改定されたものです。
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